別表第２（第９条関係）								
病院自衛消防組織表
				
	
	
	自衛消防隊長　院長
	
	

	
	
	
	
	
	

	消防署　119
	
	
	
	
	役場　82-2131

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	自衛消防隊　事務長（防火管理者）
	

	
	
	
	
	
	

	平日　　　　　　庶務係長
休日及び夜間　　警備員
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	○通報連絡班
	
	
	通報連絡係
	
	○通報連絡とあわせて、消防機関到着と同時にその誘導と本部･各班との連絡
	

	
	班長　事務次長
	
	
	庶務係長
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	○避難誘導班
	
	
	誘導係
	
	○患者の誘導及び搬送
	

	
	班長　薬局次長
	
	
	看護師長
	
	◎避難先～中央公民館
	

	
	業務受託者
	
	
	病棟看護師
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	救助係
	
	○建物内部の人命検査と誘導係に協力して救助・防火戸の閉鎖
	

	
	
	
	
	看護副師長
	
	
	

	
	
	
	
	病棟看護師
	
	
	

	
	
	
	
	リハスッタフ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	○消火班
	
	
	放水係
	
	○注水・消火
	

	
	班長　放射線技師
	
	
	検査技師
	
	
	

	
	
	
	
	庶務・医事係
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	電気係
	
	○電気の遮断、電気による危害防止
	

	
	
	
	
	ボイラー担当
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	○警戒班
	
	
	警戒係
	
	○主要物件の非常持出、飛火警戒、盗難予防
	

	
	班長　医事係
	
	
	栄養士
	
	
	

	
	
	
	
	給食調理員
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	○救護班
	
	
	救護係
	
	○負傷者・被救助者の応急救護と処置
	

	
	班長　外科医長
	
	
	外来看護師
	
	
	

	
	班長　内科医長
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


※　夜間･休日における注意	
· 火災･警報を受けた時は、直ちに院長・事務長に連絡する。
· 院長及び事務長の指示を受け、職員を非常招集する。
